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第３次香美町総合計画等策定業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  第３次香美町総合計画等策定業務 

 

２ 業務目的 

本業務は、「第２次香美町総合計画後期基本計画」が令和７年度をもって計画期間が終了

することを受けて、令和８年度から令和１７年度までを計画期間とした「第３次香美町総

合計画」を策定することを目的とする。 

また、人口減少抑制・地方創生を目的とした「第２期香美町総合戦略」が令和７年度を

もって計画期間が終了することを受けて、令和８年度から令和１２年度までを計画期間と

した「第３期香美町総合戦略」を策定する。策定に当たっては、令和５年度を始期とする

国の新たな総合戦略である「デジタル田園都市国家構想総合戦略」に基づき、目指すべき

地域ビジョンを再構築したうえで改訂する。 

なお、次期総合戦略については、「第３次香美町総合計画」における重点目標として位置

づけ、前期基本計画の施策及び事業のうち総合戦略に関する事項を「香美町デジタル田園

都市構想総合戦略（仮称）」として、両計画を一体的に策定するものとする。 

そして、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に基づく、

香美町過疎地域持続的発展計画も令和７年度をもって計画期間が終了することを受けて、

令和８年度から令和１２年度までを計画期間とした新たな「香美町過疎地域持続的発展計

画」を策定することとする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年３月２５日まで 

 

４ 業務の概要 

 【令和６年度業務】 

（１）町の現況把握及び構造の分析 

町及び県等の既存地域資料（各種計画書等）を収集・分析するとともに、現況基礎

データを収集・整理し、計画策定の基礎とする。 

 

（２）住民アンケート調査の実施と報告書の作成 

総合計画策定のための基礎調査として、アンケート調査を実施する。回収されたア

ンケートの回答は、入力・集計を経て報告書としてとりまとめ、総合計画への反映を

行う。 

① 対象及び票数 

１８歳以上の住民、３，０００票 

② 調査方法 

郵送法 ※調査票に二次元コードを付すなどし、Ｗｅｂによる回答も受け付ける
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こと。 

③ 作業分担 

町 受託者 

・実施方針の確定 

 

・調査票・アンケート案内文の検討と確

定 

・対象者の抽出及び宛名ラベル作成・貼

付作業 

 

 

・Ｗｅｂアンケートフォームの確認 

・回収アンケートの開封・管理 

 

 

 

・アンケート結果報告書案の検討 

・調査票（案）・アンケート案内文（案）

の作成 

・調査票・アンケート案内文の補修正 

 

・調査票・アンケート案内文、発送・回

収用封筒の印刷 

・アンケート封入・封緘 

・アンケート配布・回収経費負担 

・Ｗｅｂアンケートフォーム構築 

・回収アンケートの入力 

・自由記述回答部分の整理 

・単純集計・クロス集計 

・調査結果の分析 

・アンケート結果報告書案の作成と補修

正 

・アンケート結果報告書の印刷製本 

※ Ｗｅｂアンケートの設計 

Ｗｅｂアンケートはパソコンのほかに、スマートフォン、タブレット端末からも

回答ができるようにし、ユニバーサルデザインに配慮したレイアウトやフォント、

色、文字の大きさの調整ができるものとすること。調査実施前には、あらかじめ町

が内容を確認できるものとし、指示・指摘した修正事項は反映するものとする 。 

回答にあたっては、回答途中で一時保存ができるような機能を備えるものとし、

正確な回答を得るため、回答必須の設問に未回答の場合は、エラーメッセージが表

示されるようにすること。 

そのほか、調査対象者が回答ページにアクセスしやすくするため、ＵＲＬを二次

元コード化し、案内文に掲載するものとする。 

 

（３）トップインタビューの実施 

町長に対してインタビューを実施して、将来に向けた課題やまちづくりの方向性な

どを把握し、計画策定の基礎とする。 

 

（４）住民との会議及び意見収集支援 

住民参画の一環として、様々な世代、職業の人から本町の魅力や課題、必要な取組

について意見を募るためのタウンミーティングやワークショップ（高校生会議、地区

別懇談会、世代別懇談会など、８回程度）を実施する。実施に際しては、必要な支援
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（企画提案、資料作成、ファシリテーターの配置等）を行い、総合計画への反映を行

う。 

 

（５）現行計画の進捗状況の確認 

現行計画の施策ごとに達成度を評価するために、各課に向けたシート調査を実施す

る。シートのフォームの提案や調査結果のとりまとめ等を行うとともに、計画への反

映を行う。また、必要に応じて、各課ヒアリングを実施し、計画策定の基礎とする。 

① 第２次香美町総合計画 後期基本計画 

現行計画の施策、目標指標等の進捗・達成状況等を把握し、その効果や達成状況

の要因、課題等を評価・検証する。 

② 第２期香美町総合戦略 

具体的な取組の進捗状況やＫＰＩ（重要業績評価指標）等の達成状況について把

握し、それぞれの効果や達成状況の要因、課題等を評価・検証する。 

 

（６）主要課題の整理 

（１）から（５）までの調査結果や収集した情報を踏まえ、総合計画及び総合戦略

の策定に向けたまちづくりの課題について、体系的に整理する。 

 

 【令和７年度業務】 

（７）人口ビジョンの見直し・作成 

現行の香美町人口ビジョンの推計値と実績値の乖離等の分析・検証をしたうえで、

最新の人口データに基づき、将来人口を推計する。また、推計結果等を踏まえ、香美

町の示す方針に基づき、香美町が目指す人口、地域社会像等の将来展望を記載した「人

口ビジョン」について、見直し及び作成を行う。 

 

（８）「過疎地域持続的発展市町村計画事業調査シート」の設計及び記入要請・回収 

過疎地域持続的発展市町村計画に掲げる事業を調査する「過疎地域持続的発展市町

村計画事業調査シート」の設計及び記入要請・回収を行い、計画策定の基礎とする。 

 

（９）過疎地域持続的発展市町村計画検討原案の策定 

（８）の調査結果等を総合的に勘案し、過疎地域持続的発展市町村計画検討原案を

策定する。 

 

（10）第３次香美町総合計画の策定 

基礎調査の結果等をもとに計画素案を策定し、香美町企画課との打合せや審議会等

での協議・調整を踏まえて修正する。 

「第３次総合計画」においては、「基本構想」「基本計画」の枠組みに準拠しつつ、

「総合戦略」については、総合計画における重点目標として位置づけ、前期基本計画
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の施策及び事業のうち総合戦略に関する事項を「香美町デジタル田園都市構想総合戦

略（仮称）」として、両計画を一体的に策定するものとする。 

① 基本構想 

・将来像、基本理念、基本目標、施策体系、関連するＫＧＩ（重要目標達成指標）

等の提案 

・上記を踏まえた基本構想素案の作成 

② 重点施策（総合戦略） 

・基本的考え方や基本目標等の提案 

・取組内容、取組スケジュール、関連するＫＰＩ等の提案 

③ 基本計画 

・重点施策（総合戦略）と整合した計画体系及び施策の展開内容の提案 

・取組内容、取組スケジュール、関連するＫＰＩ等の提案 

・上記を踏まえた基本計画素案の作成 

 

（11）パブリック・コメントの実施支援 

基本構想及び基本計画の素案がほぼ確定した段階で行うパブリック・コメントに際

し、実施に関するアドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映などを行う。 

 

（12）計画書及び概要版の印刷製本 

確定した計画書及び概要版の印刷製本を行う。「５ 成果品」の仕様に基づき、印刷

を行うとともに、ホームページ公開用のＰＤＦデータを用意すること。 

 

 【令和６年度・７年度共通業務】 

（13）審議会等の運営支援 

各種会議等について、運営支援（資料原案の作成、議事要旨作成、必要に応じて会

議への出席）を行う。会議の開催回数は下記のとおりを想定とする。 

総合計画審議会 ５回 

総合計画有識者会議 ５回 

 

（14）情報提供 

まちづくり分野に関する法律改正・制度変更はめまぐるしく動いており、本業務を

行う上で法律や制度の動向を常に把握し検討していく必要がある。本業務の期間内に

おいて、法律改正や制度変更の情報をとりまとめ、逐次情報提供すること。 

 

５ 成果品 

（１）アンケート結果報告書 データ納品 

（２）計画書本編 

【印刷仕様】：Ａ４判、２００頁程度、表紙４色刷、本文４色刷、３００部 
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（３）計画書概要版 

【印刷仕様】：Ａ３判１枚、両面印刷、二つ折り、４色刷、３００部 

（４）その他関係資料一式 データ納品 

 

６ その他 

この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとす

る。 

 


